
理学療法士・作業療法士・看護師・歯科衛生士・管理栄養士等の専門職がサポート！

第１クール開催日程
①４月23日㈭
②４月30日㈭
③５月７日㈭
④５月14日㈭
⑤５月21日㈭
⑥５月28日㈭
⑦６月４日㈭
⑧６月11日㈭
⑨６月18日㈭
⑩６月25日㈭
⑪７月９日㈭
⑫７月16日㈭

介護予防・生活支援サービス事業（通所型サービスＣ）

■�対象者　次の①から④までの条件をすべて満たすかた
　①町内在住のおおむね65歳以上のかた
　②「基本チェックリスト」を実施し運動機能などに低下が認められたかた

（申し込み時に包括の職員が実施します）
　③医師から運動を禁止、もしくは運動の制限を受けていないかた
　④原則として各クール全日程（12回）参加できるかた
■日　程　右記参照
■時　間　各日　午前９時～11時
■場　所　保健センター
■参加費　無料
■定　員　10名�（定員になり次第締切）
■送　迎　車での送迎も相談のうえ決定
■申込み　�３月９日㈪から電話または窓口で申込み開始

※�　第２クール（８月～11月）、第３クール（12月～２月）も予定しています。参加申し込みにつきまし
てはその都度広報みさとにてお知らせいたします。

　体を動かすのにいい季節です！
　「歩くスピードが遅くなった」「段差でつまずくようになってきた」「ペットボトルの蓋が開けにくくなっ
た」など思い当たることはありませんか。　
　内心不安だけど、何をしたらいいのかと悩んでいるかた…。シニア健康あっぷ塾が最適です！！
　シニア健康あっぷ塾は、腰痛・膝痛や転倒予防のため、イスなどを使用した運動で柔軟性を高め、筋力
とバランス能力をつけます。また、健康の維持に欠かすことのできないお口の働きや噛むことの大切さなど、
正しい口腔ケアの学習をします。さらに、栄養プログラムを加え、介護予防に取り組むことで、生活レベ
ルを向上させることを目的としています。これからも自分らしい生活を続けていくために、ぜひご参加く
ださい。

「令和８年度シニア健康あっぷ塾」第１クール参加者募集！「令和８年度シニア健康あっぷ塾」第１クール参加者募集！

参加者の声参加者の声
Ａさん�「椅子を使ってできる体操を自宅でも続けました。テレビを

観ながらできるので手軽にできます。足が上がるようになっ
てきたのか、つまづくことが減ってきたように感じます。」

Ｂさん�「体重が減ってきたので、今後どんな食事をしたらいいのか
知りたくて参加しました。管理栄養士さんがわかりやすく歌
にしてくれました。すぐに覚えられました。」

申込先・問合せ＝地域包括支援センター　☎76-1325

農地の賃借料情報について
　農地法により、農地の賃貸借契約を締結する際
の目安となるよう賃借料情報を広く提供すること
となっています。
　そこで、令和７年１月から令和７年12月までに
締結（公告）された農地の賃貸借の金額（10ａあ
たりの年額）と件数、使用貸借の件数についてお
知らせします。
　農地を貸し借りされる際は、当事者間の話し合
いにより賃借料を決めていただくこととなります。

１．賃貸借
①田（水稲）の部

10aあたりの年額
件数

平均額 最高額 最低額

美里町全域 3,300円 7,500円 1,000円 455件

②畑（普通畑）の部
10aあたりの年額

件数
平均額 最高額 最低額

美里町全域 3,100円 6,000円 1,000円 189件【算出方法】
※平均値、最高額、最低額を算出するにあたり、平均に
比べて著しく高額あるいは低額の賃借料の情報は、特
殊な取引に係るデータとして集計から除いています。
※平均額は、算出結果を四捨五入し、100円単位として
います。

２．使用貸借（無償の貸借）
田 畑 合計

美里町全域 28件 43件 71件

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133

男 女 共 同 参 画 ニ ュ ー ス

　パソコンやスマートフォンの普及に加え、掲示板やSNSなどの便利なサービスの広がりによって、イン
ターネットを通じたコミュニケーションはこれまで以上に身近な存在となりました。
　しかしその反面、正しい知識やモラルを身につけないまま利用すると、何気ない投稿や発言が誰かを傷
つけてしまうおそれがあります。
　トラブルを防ぎ、加害者にも被害者にもならないためには、利用者一人ひとりが個人の名誉やプライバ
シーの大切さを理解し、ルールやマナーを守って行動することが重要です。

もしも被害にあったら、ひとりで悩まずに専門の相談窓口に相談しましょう。
With You さいたま（埼玉県男女共同参画推進センター）
　さまざまな悩み相談　☎048-600-3800
　月～水、金、土　午前９時30分～午後８時30分
インターネットによる人権相談窓口　24時間365日（受付）
【URL】https://www.jinken.go.jp/
・�相談フォームより受付後、最寄りの法務局から後日、メール、電話または面談により回答します。

〇他人を誹謗・中傷する内容を書き込まない
〇差別的な発言を書き込まない
〇安易に不確かな情報を書き込まない
〇他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
〇書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるという事を意識する

インターネット上での人権侵害を防ぐために…

インターネットによる人権侵害に注意しましょう

政府広報「インターネット上の人権侵害に注意！」より
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